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アジプ的家犀関係・家族内リスク共有・租税政策

菱　　竣　暗

I　はじめに

　相続を通じた世代間の資産移転は，所得分配と資本蓄積の両面に大きな影

響をもたらす重要閤題である．相続の問題を考えるうえで，ここでは親が複

数の子供のなかから自分の個人的選好で生涯，一部の子供しか相続子として

考慮していない状況を考える．このような状況の極端に長子相続があるが，

法律上今はほとんどの先進国で見られなくなうた．ただ，形態を変え実質的

には一人の子が相続する状況は今も見られる．このように親が一部の子供に

愛情を持ち，遺産を与える「選別的利他主義」の概念はAbel（1989）が提示

したもので，この中には通常の利已主義と利他主義の両方が含まれている．

たとえぱ・親が〃人の子供の誰にも遺産を残そうとしないと利己主義的な，

閉人全員に遺産を残すと純粋利他主義的な状況になる．

　Abe1（1989）は親が労働期（第1期）や引退期（第2期）を通じて，愛情

を持つ肋人の相続子にしか関心を持たない経済（以下Abe1の経済）を対象

に租税政策の実物効果を分析している．Abelが親の第2期生存に関係なく

第1・第2期を通じて利他主義を考慮するのに対し，我々は第1期に利他主

義第2期に家族内リスク共有を考慮する．つまり親が第2期に入ると，家族

ルーノレ（または暗黙の契約）のもとで〃人の子供全員と取引をすると仮定す

る．もちろん親の相続子に関するr個人的選好」はAbe1の経済と変わらな

いが，「アジア的家族関係」という家族の絆を重視する伝統的ノレールが作用

し，親は年金以外㍗第2期首の全資産を勿人に生前贈与する代わり〃人か
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186）　　　　一橋論叢　第110巻　第6号　平成5年（1993年）12月号

ら老後のケアを受けることで，親子の第2期の予算制約がAbe1の経済と変

化する．

　ここでrアジア的家族関係」というのは，第2期の親が子供（の家族）と

同じ場所で生活しているか，子供と離れて暮らしていても頻繁な行き来があ

るなど絆が強い家族関係を指している．我々の経済で親の第1，第2期の行

動が異なるのは，このような家族絆の維持という慣習に束縛されたもので，

Bemheim・Shleifer・S㎜mers（1l〕85）が使っている「戦略的」な行動とは違

う．彼らが使う戦略的遺産動機1一．，親が資産をなるべく相続可能な形の資産

として持っていて，自分の老後のケアや普段の子供の行動に相続や相続財産

の大きさを条件づける親の行動を指すものである．

　親が生存の不確実な第2期を生きると，慣行にならい〃一榊人の無相続子

を含む子供全員に自分の贈与可能な資産を生前贈与する一方，子供の所得を

含む全家族の資源による共同の消費プーノレを作る．この慣行は昔は引退期に

入って所得がなくなった親を家族が支える過程でできたものであるが，近年

では第2期の親の持ち資産が増加した結果，親が子供を支援する傾向が強ま

っている．従って，家族の絆も資産を持つ親が子供を支える誘因として作用

している．特に近年は核家族化が進み，子供世代が独立世帯をつくる傾向が

目立っているが，この過程に必要な資金の一部を親からの援助で賄っている

子供も多い．しかし，西洋の家族杜会に比べると子供が親をケアする割合が

依然として高い．以上のことを総合して，我々は親から子供への贈与に加え

子供による親の老後ケアをも考慮に入れ分析する．

　本稿の分析目的は，この経済を対象に全家族の消費水準の決定権をもって

いる親が，第2期に家族ノレーノレに従って行動するという制約のもとで自分や

閉人の相続子の効用最夫化を試みる場合，マクロの消費水準カ…どう影響を受

けるかを検討することである．

　次に親の取引のバートナーである子供の立場を考えよう．我々の経済は親

の引退期までの2期間経済で終焉し，子供世代の第2期は分析の対象外であ

る．親は自分の第1，第2期と子供の第1期における効用を最大化するよう
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　に行動する．子供は自分が刎人の相続子であるかどうか知らず親が死亡し

　てからわかる．従って，親が第2期を生き延び遺言状を廃棄し，前述の家族

　ルーノレにもとづいて〃人全員に消費資源のプーノレ化を呼び掛けると彼らは

　協力的姿勢で応じる．ここで注意するべきことが二つある．一つは親が第2

　期を生存すると子供は最後まで自分が㎜人に含まれているかどうかわから

　ないが，親は生涯刎人を明確に識別していることである．もう一つは我々

　が通常の「遺産」ではなく「生前贈与」の概念を使用している理由である．

　前述したとおり我々の経済が親一代の2期間で終わるので，親の死後に残す

　遺産は子供にとって消費不可能な資源となって経済的意味を持たないから，

　「期首にあげる遺産」という意味で生前贈与を使用している．

　　我々の経済では，暗黙に第2期における親と〃一閉人の無相続子との問の

占　rリスク共有」を前提している．ここでrリスク」というのは，一親にとっては

　第2期の生存そのもの，そして〃一吻人の無相続子にとっては親代の第1期

　　における租税・公債政策のツケである第2期の増税リスクである．子供は生

　　まれながら増税があるかどうかわかっているが，増税額が親の第2期の生存

　いかんによって大きく変わるために，結果的に親の生存状態に依存する形の

　　リスクにあう．つまり両者は親の第2期生存が確定される時点で，子供が親

　　の老後をケアする代わり確定された増税額は親が肩代わりするとの契約を交

　　わし，互いの効用を高める．これが我々が採用するリスク共有の概念であ

　　る1〕．

　　以上の親子間の取引で，予算制約が広がる親と〃一閉の無相続子の効用は

　Abelの経済より高まる．しかし刎人の相続子の効用は低下する．なぜなら，

　生前贈与の対象が閉人から〃人に増え一人当たりの贈与額が減る上，第2

　期の親のケア負担がかかるからである．その結果親と生涯ケアする伽人の

　相続子のトータル効用がどうなるかは，もう一つの遺産バラメータθや効用

　関数の形に依存する．しかし我々の分析で確実にわかることは，我々の経済

　　がAbe1の経済より親の効用を高める一方，子供世代の所得不平等を弱める

　　こと，そして親の第2期行動の変化で減税・公債政策の効果がAbe1の経済
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（88〕　　　一橋論叢第110巻第6号平成5年（1993年）12月号

より弱く，第2期の死亡確率ヵがその大きさを決めることである．

　ここでの親子間の取引による純移転を考えよう．我々の経済では全家族の

消費配分権が親に与えられているから，実際には子供による親の老後ケア

（の評価額）までも親が決めることになる．従って親から子供への純移転は，

親が第2期首に渡す生前贈与から子供による老後ケアの評価額を引いて決ま

る．アメリカや目本など先進諸国での親から子供への遺産を説明する説とし

ては，Ber沽eim－Shleifer・Su㎜erl（1981）が主張する「戦略的」遺産，

Davies（1981）らによる終身年金市場の不完全による「突発的」遺産，

Blinder（1974）らによる自分の1一最終消費」としての遺産，そしてよく引用

されているBarro（1974），Becker（1974）による「利他主義」による親から

の一方通行的な遺産などが提示されている．

　これらの諸説はいずれにせよ薪．から子供への移転を扱っていることに変わ

りがない．しかし日本においては戦後しぱらくの期間，韓国においては最近

まで，そしてタイなどにおいては今後しばらくの期間，子供世代が親世代よ

り豊かであり，子供から親へと逆の所得移転が広範囲に行われたかもしくは

行われる予定である．このような移転が起こる理由には年金制度の不備によ

る生活資金の援助，親による教育投資への見返り，そして親が持っている住

宅や土地の椙続を目当てにした老後資金や介護サービスの提供などが指摘さ

れている．これらの経済ではr子供による親の老後ケア」という形の親への

移転が大きく，親子の純移転がむしろ子供から親へと起こる可能性もある．

我々のモデノレでもこのような移転．の可能性を否定していない．ただ，このよ

うに子供からの移転がむしろ大きな場合にも親が全家族の資源の処分権を持

っていることは本モデルの限界である．

　先進国における主な老後の生活資金源は公・私的年金，財産収入，貯蓄の

取り崩しである．しかし日本は子供からの援助が比較的多く2〕，介護サービ

スを子供や他の家族員に頼っている割合も高い．一方，年金や生活扶助によ

る子供世代からの移転は制度による外生的な移転で，親子間のリスク共有の

もとで消費資源を結合し，年金や生活扶助の水準を決めない点で本稿の設定
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と異なる．要するに，日本を初めとするアジアの国々における家族内での資

金キサービスの移動は，親からの移転に加え子供からの移転も無視できない

水準であって，このような杜会における親の行動を単純に親から子への一方

的な移転だけを扱う利他主義で説明するのは不十分であり，場合によっては

間違った結論を導くことも考えられる．

　以下では前述した第2期における親子間の暗黙のリスク共有契約が杜会的

慣習によること，また子供から親への移転（またはいくつかの形の老後ケア）

が無視できない金額であることを前提に，親が主導権を持って全家族の消費

を決める経済における租税政策の効果を調べよう．IIでは，Abe1（1989）の

モデルを変形し，親から子供への移転と子供から親への移転を同時に考慮す

る利他主義2期モデノレの最適化条件を求め，保険市場の状況と関連しながら

租税政策の効果を調べる．また，本稿のモデノレとAbelのモデノレとの相違点

を整理する．mでは，子供の数〃や利他性バラメータ㎜の変化による実物

効果を調べる．最後にIVで分析結果をまとめ，利他主義とリスク共有モデ

ルにおける租税政策効果の差の意味を解釈する．なお基本的な分析方法とし

て比較静学分析を採択して，外生的に決まる租税，出産率そして利他性バラ

メータの変化がマクロ消費に与える実物効果を分析する．

II家族内リスク共有下の租税政策

　1．選別的利他主義と租税政策

　まず，選別的に利他的な遺産動機を考えよう．消費者の個人選好は選別的

利他的であって生涯，吻人の相続子に対しては利他的な関心を持つが，〃一〃　　　’

人の無相続子の効用には関心を持たない．分析モデルは基本的にAbel

（1989）の2期間モデノレを利用しているが，彼が親の死亡に関係なく利他主義

を考慮するのに対し，我々は第1期に利他主義，そして第2期に家族内リス

ク共有を考慮する点で異なる．子供との関係は閉人の相続子とは第1期の

利他主義，そして第2期のリスク共有で，〃一刎人の無相続子とは第1期の利

己主義，そして第2期のリスク共有で結ぱれている帥．
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190）　　　　一橋論叢　第110巻　第6号　平成5年（1993年）12月号

　Abe1は保険数理公平年金や不公平年金の有無に関係ない一般化された個

人年金市場の状況を想定し，これに選別的利他主義の概念を導入して既存の

利他主義議論を拡張している．彼は祖父や子供世代の両方と経済的に断絶さ

れた2期間経済を建て，親一代における消費バターンの変化を調べている．

彼の経済は家系の前の祖先からの遺産もなけれぱ後世代の資本ストックも考

慮せず，自分と子供が同時に死ぬ2期間経済が分析対象で，主に第1期にお

ける実物効果の分析に焦点を合わせている．

　Abelが拡張した利他主義はBarro（1974）らに起因するもので，子供から

の反対給付なしの作意的遺産動機を仮定している．中立命題につながるこの

遺産動機により消費老は事実上死なない．親は自分の消費と相続子の効用か

ら効用を得ているが，選好に関する繰り返し表現で現在の自分そして未来の

家系員の消費に直・間接的に関心を持っている．政府は減税で，消費老の消

費配分へ直・間接的に影響をもたらすが，完全な個人年金市場があって親が

子供〃人に作意的遺産動機を持っている場合’〕，中立命題が成り立つ．

　我々の経済の概略を述べよう．夫婦を一緒に考慮した標準家計の親は第1

期に労働所得を得て消費・貯蓄をし，第2期首に〃人の子供を産む．第1期

の貯蓄には第2期首，子供を生んで死亡した場合の刎人の相続子のための

公債購入や生存した場合の自分の第2期消費のための年金が含まれる．もち

ろん金融市場には保険数理公平な個人年金（以下公平年金）と安全資産とし

て公債が用意されている．第2期首に生まれる〃人の子供は親の死亡いか

んによって子供別の所得水準に大きく差が出る．刎人の相続子は親が死亡

すると非意図的遺産をもらうが，〃一閉人の無相続子は自分の労働所得しか

ない．しかし親が第2期を生存すると，親が〃人とリスク共有関係を持つか

ら子供間の所得不平等はなくなる．

　ここで親の第2期首における一一連の行動をまとめよう．まず〃人の子供

を生んでから自分の死亡に備え遺言状を書き，その後死亡か生存かが確定さ

れる．彼が死亡すると遺言状に従い刎人の記名された相続子のみが遺産を

受け継ぐが，生存すると子供たらに㎜人の相続子に関する情報を知らせず
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遺言状を破棄する．続いて年金以外の自分の第2期首の全資産を〃人の子

供全員に平等に生前贈与し，リスク共有による消費資源の結合を呼び掛け

る5〕．

　この親子関係の概要が［図1］に描かれている．親は第2期首に死亡する

と〃人の相続子に遺産を，生きるとη人の子供全員に生前贈与をあげる．

また親が第2期を生きると子供は親に逆の移転を行う．この移転は資金や介

護サービスなど親の老後ケアで，我々の経済では親が第2期首に決める．親

が第2期まで生きると〃人の子供全員とリスク共有が成立し消費資源の結

合がおこる．

　ここで第2期首に行われる生前贈与，子供による親の老後ケア，そしてそ

の結果として決まる純移転の意味を検討しよう．第2期首の親による生前贈

与は子供一人当たり舳B／〃で，親が死亡して残す公債貯蓄による遺産吻B

を〃人の子供に分けたものである．子供による親の老後ケアは親の老後健

康事情などで決まる．この二つで親による純移転額が決まる．これは初めか

ら子供に生前贈与〃B／〃を渡さず，自分の健康の都合などで再調整した額を

渡すのと同じである．わざわざこのように定式化した理由は，前述したとお

りアジアの国には，いまだ子供による親の老後ケア負担額Gが無視できな

いほどあることを考慮するためである．この二つの関係が0＝㎜Bノ〃の場

［図　1］親子関係：利他主義・家族内リスク共有

親

P

1期　　2期　　　　　　　　　　　　　　　親子関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1期　利他主義
　　　　　　　　　　　相続子　阯
　　　　　　　　贈与　　　　　　　　　2期　リスク共有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1期　利已主義
　　　一へ圭前贈与

老後ト無相続子H2期リスク共有
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合は，純粋なライフサイクノレ動機で第2期の消費行動が説明できる．そして

G〉刎8ノ〃の場合は停滞国では日常的に，急成長国では一時的に見られる所

得移転メカニズムであり，多数の先進国ではG〈〃Bノ〃のいわゆる意図的遺

産による親からの移転が主流であろう．

　第1期における親の効用関数が（1）式で表される．σ（C1），σ（C。），K

（C∫岳‡），乃（C∫出‡）はすべてが単調増加の強い凹関数で，K（C∫。‡），篶（Cノ）

は代表的相続子の状態条件付（State・Contingent）効用関数である．K（篶

一乃一G）は，W（・）〉O，K”（・）＜Oの凹関数である．もちろん親の操作変

数はGで，Gに関する1階徴分は一K’＜O，2階徴分は一K”＞Oになる．

θは遣産動機バラメータ，ρは（］十ρ’）でρ’は時間選好率である．C∫“は親

が生存時の子供の第2期の最適消費，C∫！は親死亡時の子供の第2期最適

消費である．経済が2期で終わると仮定しているから，子供は第2期だけを

生き全資源を消費し貯蓄はない．子供は第2期で労働所得Kを得て人頭税

乃を払う．

　（1）　σ（Cl）十ρ一1［（1－P）σ（C2）十（1－P）刎θ1／；（C〆）十P〃θ”（C∫！）］

　金融市場には公債と保険数理公平年金があり親は両方を組み合わせて買う．

遺産動機がある時にはQ≧Rが成立し市場は均衡している．親が第2期首

に〃人の子供を産んだ後死亡すると，刎人の子供に一人当たりBの遺産を

残す（2式）．これに対し（1－P）の確率で第2期を生きると，第1期に公債

貯蓄した分がR（K一ハー01－4）になって戻ってくる．ここでRは（1

＋γ）でγは安全資産の利子率である．親はこの額を〃人の子供全員に平等

に分けて，一人当たりR（K一ハーCl－A）ノ〃の生前贈与をする代わり（3

式），子供と老後に必要なケアをしてもらう契約を結ぷ．結果的に親が第1

期首に閉人のケアする子供を目当てに貯蓄した公債は，親が第2期首に死

亡すると当初意図した刎人の子供のみに分配されるが，親が生存するとη

人の子供全員に平等に分配される．つまり，親は刎人の相続子に対しては

自分の第2期生存に関係なく一貫して利他性を持つが，残り〃一吻人のケア

しない子供とは第2期に限ってリスク共有の関係を持っている．注意すべき
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ことは，吻人の相続子に親が関心を持ってケアすることは生涯続くが，第2

期における実際の取引関係が家族ノレーノレに従いリスク共有関係に変わる点で

ある．

　親の第1，2期の消費C，C。は（2）（3）式のように決まる．ρは（1＋σ）で

σは年金収益率である．

　（2）棚＝R（K一τrC1一λ）

　（3）C・十〃（K一トcrλ）加1G－R（K一ハーcrλ）十ρλ

　　　　一η

　子供の状態条件による消費は（4）（5）式になる．（4）式は親が第2期首に

死亡して8の遺産をもらう場合の予算制約で，（5）式は親が生存し親とリス

ク共有契約を結んで，R（K一η一Crλ）／〃の生前贈与を受け取り，Gの

親への老後ケア負担を負う場合の予算制約である．

　（4）C〃‡＝K＋B一乃

　（5）c灼‡＝K＋灰（K一η一crλ）／。一〇一乃

　親は（2）式から（5）式までの制約のもとで（1）式を最大化する．通常の

ラグランジュアンを使って得られる一階条件をまとめたのが（6）（7）（8）式

である．

　（6）σ’（α）≡（1－P）／ρ・Q・σ’（C。）

　（7）P肌’（K＋B一ハ）十物／・・（1－p）肌仙十閉助一G一τ，）一

　　　ρ／R・（1－P）σ’（C2）

　（8）〃／・・θK1（K＋閉助一0一η）＝σ・（C，）

　（6）式は公平年金購入の1単位増加による第1期消費減少による期待効用

減少が，第2期の消費増加による期待効用増加と同じであることを要求する．

（7）式の左辺は，傑険数理公平年金λを1単位減らし公債を員う場合の，1

単位の遺産増加による期待効用と第2期生存時の1単位の生前贈与による期

待効用の増加の和を，また右辺は公平年金購入を1単位減らし，第2期消費

が減少することによる期待効用の減少を表している．（8）式は，第2期に親

が〃人の子供から吻0をもらって消費する消費C．1単位増加による効用増
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加が，親への移転による子供の効用減少より犬きい時には移転が起こること

を意味している．ただ，親が全子供をケアし子供の消費を自分の消費と同じ

く評価する場合，このような移転．は止まる．

　（6）（7）（8）式はC，C．BGの4つの内生変数を持つ方程式である．（2）

（3）式からλを消去しもう一つの（9）式を得る．

　（9）QC1＋C。一勿G＋Q！R・刎1トQ（K一τ）一乃

　ここで政府の予算制約を整理しよう．政府は第1，第2期の全消費老に人

頭税を課し同じ期間の政府支出にあてる．G。は第1，第2期の政府支出の

第1期における現在価値である．第1期の親を1人にすると，第2期には杜

会全体で（1－P＋〃）人の消費老になる．政府の予算制約は（10）式になり，

均衡予算制約を仮定し期別の租税変化に注目すると，（11）式の関係が成り立

つ．

　（10）Rτ］十（1－P＋〃）乃＝RG・

　（11）〃τ。十（1－1〕十〃）狐・・O

　2．保険数理公平年金市場

　金融市場に保険数理公平年金市場が成立していることを前提に，中立性を

検討してみよう．政府の租税政策の効果を調べるため，（6）（7）（8）（9）式

をC、，C、，B，G，ハ，乃，〃，閉に伺いて全徴分して（61）（7’）（8’）（9’）式を得

る．

　（6’）び。”κr（1－P）／ρ・Q・σ・”κ・＝o

（7・）Pθγ、・（一〃，十捌十（1－P）θ〃勿・γ・”（刎／・・棚’κ一肌

　　　　＿棚・〃。・十B伽加）十（1－P）θW（伽加一〃ηノ・2）一Q！児・

　　　　（1－P）α2”dC2＝O

　（8・）肌・（閉加・畑一κ一ゴ乃一㎜助2・伽十B伽伽）一伽・σ・”κ・

　　　　一1／刎・σ。’伽十〃伽2・α1’伽＝o

　（9・）ρκ1＋κ，1κ一肋十Q／R・〃B＋Q侭・肋刎十Q洲十犯

　　　　＝0
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（12）

”　　一（1－P）／ρ・0・α；山　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　dCI　　　　　　　　　　　　　　O

　一ρ侭・（1－P）0≡”　　（1－P）θ（閉加〕2　　一｛1－P）θ・〃伽　　∂C！　力θ””ゴτ；十（1－P）θ・閉伽・K’’

　　　　　　　　　’”十力”　　．κ　　　　　！ぞ笥調脇鯨ξ燃ヲ蜆1〕

　一蜆伽・0・＾　　　θ閉加・〃　　　一θα岳＾　　朋　θ帆”（畑十棚・〃〆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一Bd閉加）十1伽・ひ’伽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一蜆伽2・α，’∂閉

　　　　　　　　　　脈伽　　一閉　κ二雛蹴乃）十脇

　（13）　　6Cl＝△’1［一〃τ21・（Pθ””十（1－P）θ〃o／〃・γ；”∂7ら十〃o31・θK”∂コ、

　　　　十舳1・（ρゴη十6η）］

　（13）式からκ1μηを求めるために（11）式からゴ乃＝一沢∂ハ／（1－P

＋〃）を（13）式に代入して（14）式を得る．

（14）∂c1／狐＝△■1・〃［ρ（1－P＋〃一〃）一R（1＋勿一〃）1

ここで〃＿θW”’P（1・P）ρ’ω’〈O
　　　　　　　　　（1－P＋〃）ρ

命題11）保険数理的公平な年金がある時の租税の中立性が成立するため

の条件は，親が生涯全員の子供をケアするか第2期の生存が確実な場合であ

る．

（1・）κ棚一パ1・〃［（・一㎜）。与1・・

2）保険数理的公平な年金がない時の租税の中立性が成立するのは，第2期

の生存が確実な場合である．

　（16）6C1／州＝△■1・〃R卜P】≧O

　（15）式からわかるように〃一閉の減少，つまり利他性の向上または全員相

続に向けたバターンの変化は，租税政策による実物効果を緩和する．一つ注

意するべきことは，純粋利他主義モデノレでは親の生存に無関係に第2期に実

物効果が現れるが，家族内リスク共有モデノレでは親が第2期を生きると実物

効果が現れない点である．つまり，リスク共有モデルでは中立性の成立範囲

が広くなる．
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　3．保険数理不公平年金市場

　保険数理不公平年金を含むより一般的な条件での中立性の成立は，（14）式

から求められる．選別的利他主義下では1期の意図せざる遺産動機と2期の

親と子供の結合消費により，Qが親からの移転だけを考慮するケースより

△Q＝R（〃一刎）／（1一〕十〃一刎）ほど高くなる．この差△ρは（〃一伽）の単

調増加関数で，舳＝1の長子相続が刎＝〃の均分相続より犬きい．

命題2租税が中立的である場合，ρ：R（1＋π一刎）／（1－P＋〃一閉）の関

係が成立する．ρは利他的であるほど高く利己的であるほど低くなる．

補助命題：家族内リスク共有モデノレのQは，純粋利他主義モデノレのそれよ

り高い．

　リスク共有モデノレにおける収益率差，（Q－R）正＝沢P／（1－1〕十〃一伽）は，

純粋利他主義モデルのそれ，（Q－R）月＝R（P一椛十刎）／（1－1〕十〃一閉）よ

り高い．リスク共有モデノレで保険市場が成立するためには，安全資産よりか

なり高い収益率を保証しなけれぱならない6〕．親が利他的行動をする時，親

は遺産につながる公債を多く買｛1から代替貯蓄の年金の蚊益率が公債のそれ

より高くないと年金を購入しないだろう．従って，利他性は高いQをもた

らす．

　要するに，中立命題の成立とからんで公平年金の収益率Qが高い杜会は

（第2期における）家族内のリスク共有が厚く，（第1期からの）利他性が高

いつまり子供全員が相続子になっていく杜会である．　［図2］に2つのモデ

ノレにおける金融資産の収益率の特徴がまとめられている．

4．中立性の成立過程の検討1利他主義・リスク共有の差

　ここでなぜ中立命題が成り立つかを考えよう．第1期に1ドノレの減税が行

われ代わりに公債が発行された．政府予算制約から，第2期には人頭税ハ
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［図　2］2っのモデルにおける金融資産収益率

　a．R＾＝RR

利他主義　　リスク共有

　　b．R＾＜RR

利他主義　　リスク共有

　　　Q，R

＾：利他主義

R＾：利他主義の公債収益率

Q。：利他主義の公平年金収益率

～：リスク共有

睨Rlリスク共有の公債収益率

QR：リスク共有の公平年金収益率

を一人当たりR／（1－P＋〃）ドル増税し公債の返済に当てる．親は第1期の

減税分中刎／（1－P＋〃）ドルを追加的な公債購入に，（1－1〕十〃一伽）／（1一力

十〃）ドルを追加的な個人年金購入に使って消費C。を変えない．第2期に

．入ると，自分の死亡に関係なく閉人の相続子に公債返済金として一人当た

りR／（1一。P＋〃）ドノレずつ分け渡す．これで相続子は税負担をしのげる．

　親が2期を生存すると，追加的にもらう個人年金額は（1－P＋仁刎）／（1

－P＋〃）・沢（1＋〃一㎜）／（1－1〕十勿一刎）＝R／（1－P＋〃）十R（〃一刎）／（1

－P＋〃）ドノレになり，R／（1－P＋〃）ドノレは自分の増税額に，R（π一〃）／（1

－P＋〃）ドルが無相続子〃一吻人に配られ，彼らの追加的税負担をカバーす

る．

　親は子が生まれる前からこの契約を意図している．刎人にはより高い支

援が残り〃一刎人にはより低い支援が提供される．なお親ははじめの段階で

計画した消費，遺産を維持できるため自分の期間別の消費配分を変えないの

で，増税による実物効果をこうむらない．

　一方・Abe1は公債収益から吻人の相続子一人当たりR／（1一ヵ十〃）ドル
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を，個人年金からのR／（1－1〕十〃）ドルを自分の増税分に当て，政府の必要

な増税額Rドノレを相続子㎜人から㎜R／（1－P＋〃）ドル，親からR（1

－P）／（1－P＋〃）ドル徴収し，合計R（1－1〕十閉）／（1－P＋〃）ドノレしか考

慮していない．残りのR（〃一刎）／（1－1〕十勿）ドルを〃一刎人の無相続子か

ら取ると，彼らの可処分所得（Y≡一乃）の中で一人R／（1－P＋〃）ドノレの追

加的税負担は避けられず，〃一吻人の消費C∫岳が低下し第2期におけるトー

タノレ消費は落ちる．親による公債購入はもっぱら閉人の相続子のため，そ

して公平年金の購入は第2期生存時の自分と〃一㎜人の無相続子のためであ

る．ここで無相続子の追加的租税負担は，親が第2期を生きた場合（1－P）

R（〃一刎）／（1－P＋〃），親が第2期首に死亡する場合PR（勿一刎）／（1－P

＋〃）になる．

　5．本稿とAbe1（1989）モデルとの差

　両経済における資本ストヅク（または貯蓄）は個人年金購入額，公債購入

額の和∫＝A＋閉B侭＝X－C。一一ハである．親が第2期生存時には〃人の

子供に第1期の公債貯蓄分を渡し，また〃一閉人の無相続子の増税リスクを

肩代わりする一方，自分の老後に介護などケア負担を負ってもらう形で，子

供と一種の家族内保険契約を結んでリスク共有関係にはいる．これに対して

Abelは第2期首に第1期の公債貯蓄分を含む再調整された遺産を〃人に渡

すと設定している．我々が子供による親の老後ケア負担額を導入した理由は，

第2期における親による家族内リスク共有行動を分析するためである．結果

的に，遺産また生前贈与は第2期の期首に1回行われる．（9）式から親の生

涯の予算制約が（17）式のように書ける．

　（17）c1＋c。／ρ十ハ十乃／Q・・K＋（〃G／Q一刎B侭）

　保険数理公平な個人年金がある場合，第1期減税はゴC1〃τ≦Oであるか

ら貯蓄へ負の効果を持つ．しかし，公平年金が無い場合は∂Cl〃τ≧Oであ

るから減税で貯蓄が増加する．（17）式からわかるように，子供から親への純

移転（勿G／ρ一㎜B／R）で消費老の生涯富が変化する．〃G＝刎Bの場合には
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第2期の純移転がなくなり，親の生涯富が（1／児一1ノρ）㎜B減少する．これ

は遺産動機によって第1期目に公債ヘポートフォリオせざるを得ないが，第

2期の生存時には年金より低い収益率がついて戻ってくる，いわゆるリスク

ヘヅジに伴う機会コストである．

　Abe1は公的年金がない揚合，親の予算制約をC1＋c．／Q＋ハ十乃／Q＝K

一〃83／ρ一（1／R－1／Q）〃B”としている．ここで伽B岳は親の生存時の意図

的遺産，肋BDは意図せざる遺産である．彼は閉B5，〃BDに非負制約を付け

ていないから，暗黙的には負の値もありうることを示唆している．閉B日＝O，

つまり第2期生存時に遺産を全然残さないと，生涯富はK一（1／R－1／Q）

刎B”になりKより小さい．本稿では㎜BD一勿G＝棚岳の関係に入れ替え，

第2期にBDを外生にGを内生にして，B岳を内生にしたAbelと同じ分析

方法を取っている．

m　子供数〃と相続子数刎の変化

　ここでは子供数（または出生率）〃や相続子数（または利他性バラメータ）

刎の変化による消費への効果を調べよう．（12）式からκ1μ〃，∂C1μ刎を

求めたのが（18）（22）式である．日本や韓国の都市勤労老家計における貯蓄

と世帯人員，そしてアメリカや日本のマクロ貯蓄と若年人口指教（O－19歳人

口／20－64歳人口）は共に負の関係を持ち，6C1伽≧Oの関係を確認してい

る7〕．これらの国で，出生率の減少や核家族化の進展による世帯人員の減少

と家計貯蓄率の増加は高い相関を持っている．

　（18）　ゴC1／∂〃＝」■1［（1－P）ノρ・θρ・σ2”｛（1－P）θ（刎／〃）2（ρ／R－1）

　　　　K’K”十P・θK”””1（閉加）B－G〕十ω’・1〃伽・1〕・篶”一（肋／〃）（1

　　　　－1〕）（ρ／R－1）K”〕｝］

　∂C1μ〃≧oが成り立つためには，」■1［（1－P）／ρ・θQ・α”｛・｝］の｛・｝が｛・｝

≦Oの関係が必要である．ここで（8）式の関係を利用して｛・｝を書き直すと

（19）式になる．（19）式の両辺を1〕・θ””K1で割って書き直すと（20）式に

なる．
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　（19）　（1－P）θ（〃o／〃）2（（～／五一一1）γ岳’γ岳”十一P・θγ、”γd”〔（〃2ノ〃）13一（；〕

　　　　十閉／〃・θK’〔〃伽・P・γ’”一（閉ノ〃）（1－P）（Q／R－1）K”〕≦o

　　　　　　　γ”（20）o≦11・†（刎助一（；）〕

　K”肌’が負であるから刎B伽≦Gの場合（20）武はいつも成立するが，

閉B／〃〉0の場合はKの関数型によって（20）式が成立する時と成立しない

時がある．たとえ，Kの関数型として（21）式ような相対的危険回避度一定

の効用関数を仮定しよう．するとK”／W＝一γ／C∫岳の関係や，また（5）式

を利用するとK一η≧（γ一1）（榊B／〃一G）の関係が得られる．この式をγに

ついて整理するとγ≦1＋（K－1じ）ノ（閉B加一G）になり，ゴC。μ〃≧0が成立

する危険回避度の上限が得られる．

（・1川・允）一讐

　ここで危険回避度の上限を7U（＝1＋（K一乃）／（刎B／〃一G））とし，親と

子供の効用関数が同一であると仮定すると，子供数〃が増加する時，γ”よ

り犬きくない危険回避度をもつ観は自分の第1期消費を増やすが，逆にγσ

より大きい危険回避度をもつ親は自分や子供の第2期消費に備えるため，第

1期の消費を減らし公債や年金の購入量を増やす．一方，子供数〃が減少す

る時にはγuより大きくない危険回避度をもつ親は自分の第1期消費を減ら

すが，逆にγ”より大きい危険回避度をもつ親は子供の第2期消費のための

準備が少なくて済むから，自分の第1期の消費を増やし公債や年金の購入量

を減らす．

　整理すると，親が子供にあげた生前贈与以上のケアサービスなどを子供か

ら受ける場合（閉Bノη≦G）は，いつも∂C1μ〃≧oの関係が成立するが，親か

らの移転が夫きい場合（吻B／勿〉G）は，γ≦1＋（K一η）／（刎B／閉一G）の関

係が成立する時に限られる．

　次の（22）式は，遺産動機の強度や相続子数を表す閉の増加がClの減少

をもたらし，親の第1期貯蓄を増やすことを示している．｛一〃伽・K’
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十BK”（Q！R－1）｝＜oであるから（22）式はいつも∂C1μ〃〈oの関係が成立

する．

　（22）∂C1／伽＝■■1［（1－P）P／ρ・θ2・Q・篶”α”1一〃伽・κ十BK”（Q／R

　　　　－1）｝1

命題3親子が第2期にリスク共有で結ぱれている経済で，出生率吻が減少

すると親の第1期消費が減り貯蓄が増える．つまり∂c］μ〃≧oの関係が成

立するのは，1）子供から親へ純移転が起こる（刎B／〃〈0）2）親子間の純移

転ぜ口（〃B／〃＝G），そして3）親から子供へ純移転が起こり（㎜B／〃＞G），

効用関数の相対的危険回避度γがγ≦1＋（K一乃）／（刎B／〃一G）の関係を

満たす時である．

IV　分析結果

　以下では，本稿で得た結果を分けて整理せよう．1．親から子供への移転

だけが考慮される利他主義（Case1）と家族内リスク共有（Case2）の二つの

モデノレで得られた中立性や租税政策の実物効果に関する分析結果が［表1］

にまとめられている．1）保険数理公平年金が供給されている時にはケース2

の減税効果はケース1より弱いが，その大きさは死亡確率Pで決まる．2）

保険数理公平年金が供給されない時にはケース2は確実世界（P＝O）に，ケ

ース1は〃一刎＝1〕の場合に中立命題が成り立つ．ケース1，2共に減税効

果は消費減少，貯蓄増加で表れる．

2．寿命の不確実がなくなると保険市場の状況に関わらず中立性が成り立つ．

3．親子間の相互支援を考慮するリスク共有モデノレが，親から子への支援だ

けを考慮するモデノレより高い保険数理公平年金の収益率Qを必要とする．

これはほとんどの途上国で保険数理公平年金が供給されていない理由の一つ

になっている．家族内リスク共有が強い杜会では，保険数理公平年金が安全

資産よりかなり高い収益率を保証せねぱならない．保険数理公平年金の普及

はますます難しくなる．

4．〃一刎の減少つまり利他動機が強いか，子供全員への均分相続制が杜会的
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［表1］二つのモデルの分析結果

租税政策の効果 中立性成立条件

保険数理 C齪se1 4CI〃ハ吉△■1・〃R［（蜆一’冊〕・1ノ（1－P）］≦O 蜆＝閉
公平年金
ある Case2 4CIμη＝△■1・〃R［（“一閉〕・〃（1－P）1≦O ”＝刎oγP＝O

保険数理 Caso1 dCIμハ＝△’1・〃R［（珊一閉一P）］ ≧01一 “一閉＝P
公平年金
無い Case2 dClμハ＝△一’・〃R卜P1 ≧O p吉O

中立性 Case1 ρ＝〃（1－P＋蜆一㎜）
成立
一般条件 Case2 ρ＝R（1＋”一閉）／（1－P＋蜆一閉）

ClC！不 第1期（運用） 第2期（納税対応〕

公虞購入 公平年金 相続子 無相続子 親 合計増税

1期1ドル Case1 閉 （1－P＋炸〃〕 R閉 月（1－P） R（1－P＋閉）
減税 で研■研∋■てr戸再丁 てFπ■冊■
2期Rドル Ca昌e2
増税

　　閉　　　（1－P＋蜆一w）　　R閉　　　月（加一刎）　R（1－P）てF町■雨o■雨てF呵てF戸可

R

注1Case1はAbelの利他主義．C田se2は芯稿のリスク共有

　1．これは中立性成立の一般条件から加一〃＜Pが通常の考えられるケースであるからである、

慣習になっていて親の主観的遺産バラメータがそれに似合うタイプを持つ場

合，租税政策による実物効果が弱まる．

5．本稿でのρは安定的である．というのは，保険数理公平年金が販売され

るためには通常R〈Q〈沢／（1－P）の関係式を満たさねぱならないが，本稿

では，1〕＝O時（R＝Q）以外はいつもこの条件式を満たす．しかし，Abe1は

（〃一刎）〈P時は条件式を満たすが（〃一閉）〉P時には，Q〈沢〈R／（1－P）

となって条件式を満たさない．ただ（〃一刎）＞Pを防ぐ何の先験的理由も

ない．

6．親子が第2期にリスク共有で結ぱれている経済で，出生率〃が減少する

と親の第1期消費が減り貯蓄が増える．つまり∂Cl〃〃≧0の関係が成立す

るのは，1）子供から親へ純移転が起こる（閉B／〃＜G）2）親子間の純移転

ゼ回（刎B／〃二G），そして　3）親から子供へ純移転が起こり（刎Bノ〃〉G），

効用関数の相対的危険回避度γがγ≦1＋（K一乃）／（刎8／〃一G）の関係を

満たす時である．

付録

　親は（2）一（5）式の制約下で（1）式を最大化する．この間題は次のラグラン
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　ジュアンを解くことで解が得られる．

　（A一ユ）　L＝σ（C1）十1／ρ［（1－1〕）σ（α）十（1一一P）閉θK（C∫呂‡）十P閉θ”

　　　　　　　　（C〃‡）］十λ1［R（K一刀一Cl一λ）一閉B］十ん［Qλ十η0

　　　　　　　　一ハーC．1

　（A－1）のラグランジュアンをCl，C。，B，G，λについて偏徴分して（A－2）か

　ら（A－6）式を得る．

　（A－2）　σ1’＝月λ，（A－3）（1－P）／ρσ2’！λ2

　（A－4）　Pノρ〃θ”’（K＋B一τ2）十（1－P）／ρ閉θγ岳’（γ2＋刎B加一G一τ2）

　　　　　・閉加＝閉λ1

　（A－5）　（1－P）ノρ刎θK’（K＋刎B加一G一τ；）＝〃2，（A－6）　Rλ1＝Q比

　（A－7）　△＝ひ”・刎11一ρ・舳1〉0

　（A－8）

　　　　一（～ノR（1一」P）乙ら”1〕θ1／；”十（1一」P）θ（〃包／物）2K”一（1－1〕）θ（閉／〃）K”

閉1一＝　　一〃／〃O・σ2”　　　　　　　　　　θγ畠”・閉¢／〃　　　　　　　　　　　一θK”

　　　　1　　　　　　　　　　　　　ρ／R・閉　　　　　　　　　　一〃

　　＝一θ［Pθ1ん”K”十P〃2／〃一・σ2”γd”］一（1－P）・〃2θ乙ら”γ岳”［（ρ！児）2－2

　　・ρ侭十1］〈O

　（A－9）

　　　　一（1－P）／ρ・ρ・Lら”　　　　　0　　　　　　　0

〃伽1＝　　一〃／〃竈・σ2”　　　　　　θγ；”・〃君ノ刎　一θK”

　　　　1　　　　　　ρノR・閉　一〃
　　三一θ（1－P）／o・〃o・（；（ρ〃～一1）・σ皇”K”＜O

　（A－10）

　　　一（1－P）加・Q・σ。”　　　O　　　　　　O
吻1＝一Q／R・（1－P）σ。”P肌”十（1－P）θ（榊加）2肌”一（1－P）θ（閉加）K’’

　　　1　　　　　　　　　　　　　Q炊・榊　　　　　　　　　一〃

　　＝P（1－1〕）／ρθ〃・（；・〔石”””一（1－P）2加θ〃官2／〃・Q（（～〃～一1）・び2”K”

　（A－11）

　　　一（1－P）加・Q・σ。”　　　　O　　　　　　O
舳＝一ρ炊・（1－P）σ。”P舳”十（1－P）θ（閉加）2肌”一（1－P）θ（刎加）K”

　　　　　一〃ノ〃！・σ2”　　　　　　　　　θK”・〃：ノ閉　　　　　　　　　　一θγ；”

　　＝　θ2p（1－P）／ρ・（≡・α2”K’’””〈0

　（A－12）
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　　　σ1”　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　0

〃o4里＝　　0　Pθ””十（1－P）θ（閉／〃）2K”一（1－1〕）θ（〃〃〃）1！；”

　　　　o　　　　　　　θγ；”・〃o／“　　　　　　　　　　　一θK”

　　三　一1〕θ2K”””σ1”　〉O

　（A－13）

　　　乙η”　一（1－P）／ρ・（～・σ2’’　　　　　　　　　O

〃o個＝　　o　　－Q／R・（1－P）σ2”　一（1一」P）θ（閉／〃）K”

　　　　O　　　　一〃／〃o・σ2”　　　　　　　　一θK”

　　1θ（ρ〃ぞ）（1－P）σ2”K”Lη”一（1－P）θK”しら”しη”

　（A－14）

∂Clノ∂コ、＝△一・1／（1－1〕十〃）［一・R（一〃伽1・（Pθ篶”十（1－P）θ（〃〃π）K’’）

　　　　　十〃o31・θγ三”）十〃伽1｛（1－1〕十〃）（～一1～｝］

　（A－15）

∂C1／∂〃＝△一1［一｛（1－P）θK■・，閉／〃2＋（1－P）θB〃〆／〃3・K”｝〃o別十（｛ノ2’／〃2

　　　　　＋〃口j3／勿2・θγ；”）・〃包31・一（；・〃一仙］，△’1〔（1－P）／ρ・θQ・σ2”｛（1－P）θ

　　　　　（閉／閉）2（Q侭一1）・K’・K”十P・θK”””〔（刎／〃）B－G〕十σ。’・［閉伽

　　　　　・P・篶”一（閉加）（1－P）（ρ沢一1）W’〕｝］

　（A－16）

∂C1μ刎＝△一1〔｛（1－P）θB閉伽2・K”十（1－P）θK’伽｝閉別一（〃／刎2・σ2’

　　　　　十B／〃・θK”）閉31＋Q〃～・B・〃宮仙］＝△■1［（1一」P）」Pノρ・θ2・Q・K’・〃！／〃

　　　　　σ。”｛一（勉伽）2p””十B・θ2p（1－P）ノρ・ρK”σ。”〃’｛ρ侭一1｝1

1）　もともと「家族内リスク共有」は，家族内で自由に貸借する完全市場が成

　立し，家族成員問に効率的なリスク共宥が行われることを意味する．家族成

　員が利他的であると，自動的に家族内リスク共有が生じることから，r利他主

　義」とr家族内リスク共有」の概念は部分的に重なる．Hayashiら（ユ991）

　は，利他主義の強度を測る研究の中で次のような基準値を使って，利他主義，

　家族内リスク共右，完全市場を区別している．1）利他主義では家計全構成員

　の限界効用の水準が同じであることが必要である．親子間の平均消費の差が

　各々所得水準と独立である．2）家族内リスク共有は△1og（限界効用）が親子

　間に同じであることを要求する．親子の消費増加率の差が各々の所得水準と

　独立であることを要求する．3）完全市場では効率的リスク共有が行われ，△

　log（限界効用）が全世帯員に同じであることを要求する．各々の消費増加

　率は各々の所得水準と独立である．pp．4－6．
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2）　内閣総理大臣官房老人対策室，『老人の生活と意識　国際比較調査結果報

　告書』，1982，p．36．総務庁官房老人対策室，『老人の生活と意識1国際比較調

　査結果報告書』，1987，p．46．貯蓄広報中央委員会，『貯蓄に関する世論調

　査』，1989，p．109．以上の資料から見ると，老後生活費を子供からの支援に頼

　る割合は，1980年代に入っても1O－20％の水準で他の先進国の一桁の水準よ

　り高い．これをホリオカ（ユ990．12）は，遺産（一時金預託）と借金（毎年の

　年金）という家族内年金契約として解釈，一種の貯金の取り崩しと見なして

　いる．利己的個人によるリスク共有のバターンの一つである．p．168．

3）我々の設定は，Hayashi－Altonji－Kotlikoff（1991）の分析結果に照らして

　も整合性を失っていない．彼らは，マイクロバネルデータを使った分析で完

　全市場と世代問の純粋利他主義の同時的存在は否定するが，利他主義と家族

　内リスク共有の同時的存在は否定していない．無限に生きる代表的個人に対

　する理論的正当化は完全市場と純粋な世代間利他主義にある．利他主義で家

　計は一つの無限に生きる意恩決定消費老になる．完全市場があって効率的な

　リスク共有が出来ると，異質的個人の行動は一人の代表的消費老の行動のよ

　うになる．Hayashiら（1991）は代表的消費老仮定が基づくこの二つの異な

　る仮説を検証している．

4）Weil（1989）は，全ての家系（dynasty）が無限の寿命を持つケースとして

　（1）長子相続のような部分的な世代間連係　（2）完全な家系聞連係（inter・

　dynastic　links）の二つを上げている．定額課税政策の中立性は一般的に（1）

　では成り立たないが（2）では成り立つ．つまり，全ての消費老家系

　（dynasty　or　agents）の寿命が無限であることが中立性を保障することでは

　なく，両老の差である消費老家系問の経済的連係の度合いが中立性の成否を

　決めるものであると主張する．

5）、Kotlikoff　and　Spivak（1981），pp．379－380．本稿では，親が第2期を生き

　る場合，子供から全資源の配分権を預けることで，結合消費を巡る家計内の

　親子間の暗黙の契約が成り立つ．

6）保険数理公平年金が供給されず，公債と教育保険が提供される場合にも類

　似の選択が起こる．親は遺産を考慮し公債を買うか，第2期の子供の高い賃

　金を見通して教育投資に回すかの選択に合う．教育保険への拠出は，親の生

　存に関係なく子供の第2期の期首教青に投資され，さらに閉人のケアされ

　る子に集中支援されると仮定する．一これは彼らが〃一〃人のケアされない子

　供より高い能力を持っているからである．親は第1期の減税時に，この教育

　投資額を限界的に増やすことで，自分が生きた場合の自分と〃一閉人の無相
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　続子のリスクヘッヂが可能になる．つまり，親が第2期を生きると閉人の

　相続子の所得の限界増加分から一部を取り，これで自分と〃一刎人の子供の

　増税負担をカバーする．ここで所得比例の線形のGを考えると子供の問で

　Gの水準が差別化され，刎は所得が高い分より大きなGを負担する．もし

　親が第2期の期首に死亡した場合，榊人の相続子が公債の相続に加え教育投

　賢による高所得で過剰保護される反面，作刎人の無相続子は増税負担によ

　って可処分所得の減少を免れない．東アジアの途上国では，学歴差による賃

　金格差が大きいことから教育投資への熱気が高い．これはこれらの国で教育

　投資の収益率が高いことを示すことに他ならない．

7）　日本の場合，1984年r全国消費実態調査』の個票データを利用した横断分

　析結果も同じ結果を示している．高山憲之他（1989）『経済分析』第116号

　r　B本の家計資産と貯蓄率」，p．39．日本のマクロ貯蓄の分析はHorioka，C．

Y．（1986），”Why　is　Japan’s　Private　Savi㎎s　Rate　So　High？”，IMF、アメリ

　カの場合，Fe1dstein，M．，”Intemationa1Differences　in　Social　Security　and

　Saving’，J．Pub．E．Vol，14．1980，pp．225－244．日本（1955－1991）や韓国（1969

　－1991）の都市勤労考家計のデータ分析は筆老の推計による．
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